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地 方 社 会 保 険 事 務 局 長

殿

都 道 府 県 知 事

厚生労働省保険局長

「診療報酬の算定方法を定める件」等について（通知）

標記については 「診療報酬の算定方法を定める件 （平成20年厚生労働省告、 」

示第59号）等の関係告示等が別添のとおり公布され、本年４月１日から適用され

ることとなった。

これらの改正の趣旨及び概要は、別紙「平成20年度診療報酬改定の概要」のと

おりであるので、貴管内の関係団体への周知徹底について格段の御配慮をお願い

したく通知する。



No. 省令又は告示の名称 公布又は告示（予定）日 法令番号

1
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関
する費用の請求に関する省令等の一部を改正
する省令

３月５日 厚 生 労 働 省 令 第 27 号

2
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保
険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を
改正する省令

３月５日 厚 生 労 働 省 令 第 28 号

3 診療報酬の算定方法を定める件 ３月５日 厚生労働省告示第59号

4 使用薬剤の薬価（薬価基準）を定める件 ３月５日 厚生労働省告示第60号

5
特定保険医療材料及びその材料価格（材料価
格基準）を定める件

３月５日 厚生労働省告示第61号

6 基本診療料の施設基準等を定める件 ３月５日 厚生労働省告示第62号

7 特掲診療料の施設基準等を定める件 ３月５日 厚生労働省告示第63号

8
入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時
生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に
関する基準の一部を改正する件

３月５日 厚生労働省告示第64号

9
入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の
提供たる療養の基準等の一部を改正する件

３月５日 厚生労働省告示第65号

10
保険外併用療養費に係る療養についての費用
の額の算定方法の一部を改正する件

３月５日 厚生労働省告示第66号

11
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の
額の算定方法を定める件

３月５日 厚生労働省告示第67号

12
訪問看護療養費にかかる訪問看護ステーショ
ンの基準等の一部を改正する件

３月５日 厚生労働省告示第68号

13
厚生労働大臣が定める指定訪問看護等の一部
を改正する件

３月５日 厚生労働省告示第69号

14

老人保健法の規定による医療並びに入院時食
事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用
療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する
基準の一部を改正する件

３月５日 厚生労働省告示第70号

15
指定訪問看護事業者の指定を受けることがで
きる者の一部を改正する件

３月５日 厚生労働省告示第71号

16
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づ
き厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を
改正する件

３月５日 厚生労働省告示第72号

17

療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関
する費用の請求に関する省令第一条第一項第
十号の規定に基づき厚生労働大臣の定める医
療の給付の一部を改正する件

３月５日 厚生労働省告示第73号

18

療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関
する費用の請求に関する省令第一条第三項の
規定に基づき厚生労働大臣の定める診療報酬
明細書の一部を改正する件

３月５日 厚生労働省告示第74号

19

老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請
求に関する省令第一条第一項第八号の規定に
基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給
付の一部を改正する件

３月５日 厚生労働省告示第75号

平成20年度診療報酬改定　改正省令・告示等一覧表

（別添）



No. 省令又は告示の名称 公布又は告示（予定）日 法令番号

20
健康保険法第六十五条第四項第一号に規定す
る厚生労働大臣の定める基準の一部を改正す
る件

３月５日 厚生労働省告示第76号

21
健康保険法第六十五条第四項第二号に規定す
る厚生労働大臣の定める病床の数の算定方法
の一部を改正する件

３月５日 厚生労働省告示第77号

22
厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び
医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定
方法の一部を改正する件

３月５日 厚生労働省告示第78号

23
厚生労働大臣の定める診療報酬の算定方法に
規定する回数を超えて受けた診療の一部を改
正する件

３月５日 厚生労働省告示第79号

24
厚生労働大臣が定める療養の一部を改正する
件

３月５日 厚生労働省告示第80号

25
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における
療養に要する費用の額の算定方法を定める件

３月19日 厚生労働省告示第 号

26

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における
療養に要する費用の額の算定方法第一項第六
号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める
者を定める件

３月19日 厚生労働省告示第 号

27
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等
及び副傷病名を定める件

３月19日 厚生労働省告示第 号

28
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚
生労働大臣が定める病院及び調整係数を定め
る件

３月19日 厚生労働省告示第 号

29
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づ
き厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を
改正する件

３月19日 厚生労働省告示第 号

30
複数手術に係る費用の特例の一部を改正する
件

３月19日 厚生労働省告示第 号

31
委託検体検査の検査料の算定方法の一部を改
正する件

３月19日 厚生労働省告示第 号

32 複合病棟に関する基準等を廃止する件 ３月19日 厚生労働省告示第 号

33
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の
請求に関する省令附則第五条第三項の規定に
基づき厚生労働大臣が定める様式を定める件

３月中 厚生労働省告示第 号

34
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費
用の請求に関する省令第二条の規定に基づき
厚生労働大臣が定める様式を定める件

３月中 厚生労働省告示第 号

35
要介護被保険者等である患者について療養に
要する費用の額を算定できる場合を定める件

３月中 厚生労働省告示第 号

36
厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準
の一部を改正する件

３月中 厚生労働省告示第 号



後期高齢者の診療報酬についてー③

外来医療について

他の医療機関での診療スケジュールも含めた診療計画を作成
し、心身にわたる総合的な評価や検査等を通じて患者を把握し、
継続的に診療を行うことを評価

後期高齢者診療料

 
600点

終末期医療について

患者と家族が医療従事者と、終末期における診療方針等につ

いて話し合いを行った場合の評価
※

 
書面の作成は、患者の自由な意志に基づいて行われる

 （作成の強要はあってはならない）

※

 
作成後の変更も、何度でも自由に行うことができる

 （変更を妨げられることは、あってはならない）

後期高齢者終末期相談支援料

 
200点

高齢者の心身の特性を踏まえた慢性疾患等

 に対する継続的な管理を評価

患者本人が終末期の医療の内容を決定するた

 めの、医療従事者からの情報提供と説明を評価

20

新

新



患者が安心して薬を使用できる方策の充実①

服薬支援の充実による飲み忘れ等の防止

服用する薬剤が多く、飲み忘れの多い患者等のため、
①調剤時の薬の一包化の対象を拡大
②患者が持参した薬剤の薬局での整理・服薬支援を新たに評価

外来服薬支援料

 
１８５点

「お薬手帳」の活用による重複投薬等の防止（後期高齢者）

「お薬手帳」を活用して、医師及び薬剤師は、患者の服薬状況
及び薬剤服用歴等を確認

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進

患者が後発医薬品を入手しやすくするため、後発医薬品を積極
的に調剤する薬局（調剤率３０％以上）を評価

後発医薬品調剤体制加算

 
４点

21

新

新



【医師】

後発医薬品への変更が全
 て不可の場合、署名又は

 記名・押印

【保険薬局】

署名等がない処方せんの
 場合、患者の選択に基づ
 き、記載された先発医薬品

 に代えて後発医薬品の調
 剤が可能

後発医薬品の使用促進のため、処方せん様式を変更

患者が安心して薬を使用できる方策の充実②

22



訪問看護の推進について①

退院前後の支援の充実

安心して在宅療養を開始することができるよう、在宅療養上
必要な指導を、退院前及び退院日に実施

退院時共同指導加算

 
６,０００円

※

 
末期の悪性腫瘍の患者等には２回まで算定可

退院支援指導加算

 
６,０００円

※

 
対象：末期の悪性腫瘍の患者等

２４時間体制の訪問看護の推進

訪問看護基本料の引上げ （看護師の場合）

訪問看護基本療養費

 
５,３００円

 
→

 
５,５５０円

 在宅患者訪問看護・指導料

 
５３０点

 
→

 
５５５点

２４時間電話対応や緊急訪問ができる体制の充実
２４時間対応体制加算

 
５,４００円

 
（月１回）

23

新

新



訪問看護の推進について②

利用者の状態に応じた訪問看護の提供

人工呼吸器を使っている者に長時間にわたる訪問看護を提供
長時間訪問看護加算

 
５,２００円

※

 
２時間を超えた場合, 週１日に限り加算

頻回の吸引等が必要な状態にある気管カニューレを使っている
者、重度の褥瘡（真皮を越える褥瘡の状態）のある者に対して、
頻回の訪問看護を提供

特別訪問看護指示書

 
１月に１回

 
→

 
１月に２回

終末期の支援体制の充実

在宅で終末期を過ごす上での様々な不安や病状の急激な変
化等に対し、細やかに電話対応や訪問看護ができるための体制
の充実

ターミナルケア療養費

 
１２,０００円／１５,０００円

 
→

 
２０,０００円

在宅ターミナルケア加算

 
１,２００点／

 
１,５００点

 
→

 
２,０００点

24

新

新

新


